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　本学は 2018 年 6 月 14 日（木）多摩キャンパスにて、社会や地域の持続的な

発展とグローバル人材育成に寄与することを目的とした連携協定を、日本航空株

式会社（JAL）と締結しました。連携協定の締結により、実社会における課題解

決を目指すビジネス・プロジェクト講座の合同実施や ICT を活用した国内外の地

域振興などの分野における研究を推進するとともに、スポーツ・パラスポーツの

振興活動においても相互に支援します。本学と JAL は、国際社会で活躍できる

有為な人材を育成するとともに、社会の進歩発展に貢献する取り組みを相互に強

力に推進します。

　文京区が募集する「文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所」に本学が学

校法人として初めて登録されました。この活動は、文京区が地域のステークホルダー

との連携により、あらゆる場面で女性の活躍推進を促し、男女平等参画の実現を目

指すものです。

　本学は多様な背景を持つ人々がともに学び、ともに働くことのできる環境を創出

することは極めて重要であると考え、ダイバーシティに対する本学の姿勢を明確に

するため、昨年 10 月にダイバーシティ宣言を策定しました。

　今回、本学の登録が承認されたのは、このダイバーシティ宣言のほか、理工学部

で実施している、リケジョ応援プログラム “WISE Chuo” の活動などが評価された

ことによります。

　本学は今後も男女平等参画社会の実現を目指して社会・地域貢献活動に邁進して

いくほか、社会の課題に応えうる人材育成に力を入れて参ります。

　2018 年６月 19 日（火）、鳥取県知事公邸にて公立鳥取環境大学および鳥取県

と連携協力に関する協定締結式を行いました。鳥取県とは 2017 年９月に就職支

援に関する連携協定を締結し、学生のキャリア支援での連携を強化していました

が、さらに連携を深化させるべく、社会貢献活動および学術研究の充実ならびに

鳥取県の地域の活性化に資することを目的として、学生相互交流を中心とした連

携協定をこの度締結しました。

　本協定の活動としては、締結初年度である今年に本学の特徴ある教育システム

である「ファカルティリンケージ・プログラム－ Faculty-Linkage Program」（通

称「FLP」）の「環境・社会・ガバナンスプログラム」で行っているサマースクー

ルを鳥取県で実施し、双方の学生がともにフィールドワークを行うほか、その成

果報告会を本学多摩キャンパスで実施することとしております。

　将来的には、単位互換や学生の長期派遣を目指しています。

　2018 年３月 23 日（金）、聖マリアンナ医科大学にて中央大学と聖マリアンナ医科大学との大学間交流に関する包括協定の調印式を行い

ました。聖マリアンナ医科大学からは尾崎承一学長はじめ加藤智啓医学部長などが出席され、本学からは酒井正三郎総長・学長（締結時）

はじめ中島康予副学長（締結時）・星野智法学部長、新井誠法学研究科委員長らが出席しました。

　元来、法律と医療には多くの接点があるものの、中央大学には医療現場や医療現場における法的問題を体験できるような医学系科目、研

究所がなく、一方の聖マリアンナ医科大学においては法律関連科目の専任教員が在籍していない現状があり、本協定を締結することにより、

従来行ってきた連携活動をさらに深化させ、双方の強みを活かし補完して、社会貢献に資する人材育成の促進ができることが期待されるた

め、包括協定を締結するに至りました。本協定締結により、今後益々、双方の学生、院生にとって有益な教育機会を提供することができる

ようになるほか、双方教員による共同研究やシンポジウム開催の機会が増えることを見込んでいます。

日本航空株式会社（JAL）と協定締結

文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所に登録されました

鳥取県及び公立鳥取環境大学と協定締結

聖マリアンナ医科大学と包括協定を締結

　本学は 2017 年に「中央大学ダイバーシティ宣言」を策定し、全ての人びとが

相互に認め合い、高め合える環境づくりを推進しています。この度、2018 年５月

から 12 月にかけて全８回の連続公開講座「LGBT をめぐる法と社会－過去、現在、

未来をつなぐ」を開催しています。

　本講座は、経済系法律事務所や大手金融企業法務部を中心とした実務法律家によ

るプロボノ活動のネットワークである LLAN（LGBT とアライのための法律家ネッ

トワーク）と共催しています。本学と LLAN に所属する法律家が実務法律家として

の経験と知識を活かして、法制度の調査研究、法律上の論点に係る提言などを通

じ、LGBT、その他のセクシュアル・マイノリティに関する理解そして対話を促進し、

性的指向や性自認を理由とする差別を解消するための法的支援を行い、もって個人

の尊厳と多様性が尊重され、すべての人々が安心してその能力をフルに発揮して活

躍することのできる平等かつインクルーシブな社会の実現に貢献することを目的と

しています。さらに、自己啓発、ダイバーシティを推進する文京区の後援を得てい

ます。

　多様な性別・性自認、性的指向を生きる私たちが互いを尊重し共に学び暮らす社

会はどのように実現出来るのか、研究者と実務家が互いの専門性を活かしながら具

体的な課題を掘り下げる講座内容となっています。

日本初のLGBT関連の人権裁判から20年。
当時を振り返りながら、何が変わって、
何が変わっていないかを考える。

LGBTLGBTと人権と人権

風間     孝 氏

中川 重徳 氏

服部     咲 氏

弁護士（諏訪の森弁護士事務所）
「府中青年の家」裁判弁護団

弁護士（東京中央法律事務所）

社会学（中京大学）
「府中青年の家」裁判原告

府中青年の家事件を振り返る府中青年の家事件を振り返る

5/12 Sat

性同一性障害「特例法」に至るまでの経
緯を振り返りながら、法改正の方向性を
探る。

LGBTLGBTと法律と法律

三橋 順子 氏

渡邉 泰彦 氏 民法・家族法（京都産業大学）

性社会・文化史（明治大学）

性別の変更について考える性別の変更について考える

7/14 Sat

LGBT に関連する問題に接する法曹の役割
について考える。

LGBTLGBTと法曹と法曹

森     倫洋 氏

安倍 嘉一 氏

石田 京子 氏

弁護士（森・濱田松本法律事務所）

法曹倫理・法社会学（早稲田大学） 上杉 崇子 氏 弁護士（TOKYO大樹法律事務所）

弁護士（西村あさひ法律事務所）
元裁判官

求められている役割求められている役割

10/13 Sat

当事者の困り事や悩みを踏まえて、企業
法務に求められていることを考える。

LGBTLGBTと労働と労働

高山　 寧 氏

田中 太郎 氏 弁護士（フレッシュフィールズブルック 
ハウスデリンガー法律事務所）

NY州弁護士（野村ホールディングス
株式会社 チーフ・リーガル・オフィサー）

当事者の視点を踏まえて当事者の視点を踏まえて

6/9 Sat

当事者が働きやすい職場づくりのために
必要なことと、それぞれの立場からの関
わり方を考える。

LGBTLGBTと企業と企業

藤田 直介 氏

稲場 弘樹 氏

東     由紀 氏

（ゴールドマン・サックス証券株式会社）

（アクセンチュア株式会社人事部
  シニア・マネージャー）

弁護士（ゴールドマン・サックス証券
株式会社）

職場の作り方、関わり方職場の作り方、関わり方

9/1 Sat

婚姻平等に向けた諸外国の動向と日本の
現状を比較検討する。

LGBTLGBTと婚姻と婚姻

佐々木  弘造 氏 弁護士（外国法共同事業法律事
務所リンクレーターズ）

石田 若菜 氏 憲法・アメリカ法（駿河台大学）

日本は婚姻平等へ向かうのか日本は婚姻平等へ向かうのか

11/10 Sat

自治体の LGBT 施策を牽引してきた元自
治体職員、当事者議員らによる経験をも
とに、自治体の果たすべき役割を考える。

LGBTLGBTと行政と行政

鈴木 秀洋 氏

別府 理佳子 氏 英国法弁護士（スクワイヤ外国法
共同事業法律事務所）

行政法・地方自治法（日本大学）
元文京区男女協働課長

文京区議会議員
LGBT自治体議員連盟  世話人

安心・安全に暮らせるまちづくり安心・安全に暮らせるまちづくり

9/22 Sat

LGBT を含めて、一人ひとりが自分らしく
生きることの重要性を確認するとともに、
広く社会全体の問題関心へと繋げていく。

LGBTLGBTと社会と社会

藤田 直介 氏

谷口 洋幸 氏

前田 くにひろ 氏

ジェンダー法・国際法・国際人権法
（金沢大学）

弁護士（ゴールドマン・サックス証券
株式会社）

世界人権宣言70周年を迎えて世界人権宣言70周年を迎えて

12/8 Sat

どなたでも参加できます。
（事前申し込み不要、各回ごとの参加も可）

対象者

中央大学 後楽園キャンパス
5号館 5233 号室
住所：東京都文京区春日 1-13-27

会  場

無料
参加費

15：00~17：00
開催時間

谷口 洋幸（金沢大学）
長島 佐恵子（中央大学）

コーディネーター

＜お問い合せ先＞
中央大学  学事部  学事・社会連携課
chuo-llan@tamajs.chuo-u.ac.jp

＜後援＞＜共催＞

中央大学

LGBTをめぐる法と社会 － 過去、現在、未来をつなぐLGBTをめぐる法と社会 － 過去、現在、未来をつなぐ
連続公開講座連続公開講座

× LGBT と
アライのための
法律家ネットワーク

LGBT とアライのための法律家ネットワーク 文京区

「LGBTをめぐる法と社会ー過去、現在、未来をつなぐ」連続講演会開催中

社会連携

協定を締結して、笑顔の藤田直志代表取締役副社長（左）と福

原紀彦学長（右）

登録証を手にする加藤俊一副学長＜当時＞（右）と樫山和

男理工学部長（左）

左から、平井伸治鳥取県知事、福原紀彦学長、江﨑信芳公立鳥

取環境大学理事長兼学長

　2018 年４月 30 日（月）、５月１日（火）に後楽園キャンパスにて日本貿易振興機構（JETRO）職員による特別講演会「世界の潮流に乗

り遅れるな！～理系学生に必要なグローバル目線の養い方～」を開催しました。

　講演会では、日本企業の海外展開の割合や近年の国内市場縮小に対して拡大するアジア消費市場に関すること、今後、海外展開する際に

必要なことなど、自身の体験談も交えながら分かりやすく講演いただきました。最後には、学生に向けて、「自分の生活を俯瞰すること、

この激動の時代を乗り切るために時代の流れを読むことを心掛けてほしい」「相手の異文化を理解したコミュニケーションが必要である」

とメッセージをいただきました。本学と日本貿易振興機構は 2000 年に学術交流協定書を締結しています。今回は本協定の一環として講演

していただきました。本学では今後も学生がグローバルに活躍できる人材になるような教育を推進してまいります。

　2018 年６月 22 日（金）、青森県三戸町役場にて、青森県三戸町と本学理工学

研究所との個別連携協定式を執り行いました。締結式には、本学から理工学研究

所鎌倉稔成所長（理工学部教授）が出席し、松尾和彦三戸町長とともに協定書に

署名しました。

　今回の個別連携協定は、学員会「白門りんごの会」が、青森県三戸町と交流を図っ

てきたことがきっかけとなり、2018 年１月に理工学部 中村研究室（精密機械工

学科）が開発中の装着型アシストスーツの実演・体験会を青森県三戸町と共同して、

同町のりんご生産者向けに実施したことが縁で実現することになりました。

　連携協定は「農作業アシスト装置の普及促進に向け連携し、農作業の負担を軽

減することによる労働力不足の解消を図ること」を目的としてスタートしますが、

将来的には本学理工学研究所がもつ知の資産を活かし、より広範囲に連携するこ

とを目指します。

日本貿易振興機構（JETRO）による特別講演会を開催

青森県三戸町と本学理工学研究所が協定締結

理工学研究所鎌倉稔成所長（左）と松尾和彦三戸町長（右）

Collaborations and Contributions


